
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1日 1円、1ヶ月単位の加入で1ヶ月 30円の掛金です。 

 掛金をお支払いいただいた月の、翌月 1日から責任期間が始まります。 

 加入された方が交通事故でケガなどをされたとき、お見舞金をお支払いする制度です。 

 死亡の場合 120万円 

 けがの場合 入院 2日以上、1日目から1日 2,000円 

         通院 3日以上、1日目から1日  500円 

            に、基礎見舞金 2万円を加えた額 

 後遺障害   1･2級及び植物症 40万円 

  3級         30万円 

 

 

  

加入申し込み・くわしい内容は 

 


